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令和５年度愛媛県職業訓練実施計画（総合計画） 

 

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 

 

愛 媛 県 

独 立 行 政 法 人 高 齢 ・ 障 害 ・ 求 職 者 

雇 用 支 援 機 構  愛 媛 支 部 

愛 媛 労 働 局 

 

１ 総説 

(1) 計画のねらい 

「令和５年度愛媛県職業訓練実施計画」は、令和５年度の愛媛県内における公的

職業訓練注１の実施に当たり、愛媛県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機

構愛媛支部及び愛媛労働局が一体となり、国が策定する職業訓練実施計画や地域に

おける訓練ニーズを踏まえた職業訓練受講の機会を十分に確保し、もって求職者等

の安定的な雇用及び地域が求める人材の育成を実現するために必要な事項を定め

るものである。 

 

(2) 計画期間 

  計画期間は、令和５年４月１日から令和６年３月 31日までとする。 

 

(3) 計画の改定 

  公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合は改定を行うものとする。 

 

２ 労働市場の動向と課題等 

(1) 労働市場の動向と課題 

愛媛県内の雇用失業情勢は、有効求人倍率（季節調整値）が令和５年１月時点で

９か月連続して 1.4 倍台で推移するなど、求人が求職を大幅に上回っており、進展

する少子高齢化・人口減少を背景とする人手不足の問題が顕在化している。 

県内経済の持続的な成長のためには、働き方改革の推進、長時間労働の抑制、安

全で健康に働くことができる職場づくり、非正規雇用労働者の処遇改善、賃金引き

上げのための支援等による労働環境の整備や、雇用吸収力・付加価値の高い産業へ

の転換、これら産業への再就職支援等の労働移動支援に加え、「人への投資」による

人材育成の強化、生産性の向上が喫緊の課題となっている。 

雇用対策の面からは、職業訓練により離職者の着実な就職促進につなげること

が重要であるが、訓練行政を取り巻く状況を踏まえれば、主に次の観点からの施

策の展開が重要となっている。 

                                                   
１ 職業能力開発促進法（昭和 44年法律第 64 号）に基づき実施する公共職業訓練及び職業訓練の

実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23 年法律第 47号）に基づき実施す

る求職者支援訓練の総称。以下同じ。 
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 ・ これまで職業能力開発の機会に恵まれなかった方等への支援 

これまで職業能力開発の機会に恵まれなかった非正規雇用労働者のほか、出産

等でキャリアの中断を余儀なくされた女性、様々な課題に直面しているケースが

あるいわゆる就職氷河期世代の方、介護等で離職を余儀なくされた方、自立・就

労を目指す生活困窮状態の方、障がいをお持ちの方等、様々な状況に置かれた支

援対象者に対しそれぞれに合った形での職業能力開発や就労支援を一層推進す

る必要があること。 

・ 製造業を担う中核人材の育成 

我が県の産業構造においては、製造業が付加価値額と従業員数の両面で高い割

合を占め、依然として基幹産業としての地位を保持しているが、中小企業が人材

を確保することは年々困難となっており、製造業を担う中核人材の育成が急務と

なっていること。 

・ デジタル・トランスフォーメーション、グリーン・トランスフォーメーション

（以下「ＤＸ等」という。）への対応 

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、より一層加速した社会全体の「Ｄ

Ｘ等」へ対応できる人材の育成が求められていること。 

特に、デジタル分野については、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」（令和

4年 12 月 23 日閣議決定）等において、デジタル人材が質・量ともに不足してい

ることを踏まえて、職業訓練のデジタル分野の重点化に計画的に取り組むこと。 

・ リカレント教育の拡充 

人生 100 年時代を迎え、何歳になっても学び直し、職場復帰や転職に資する高

齢者へのリカレント教育の拡充が求められていること。 

 

(2) 令和４年度における公的職業訓練をめぐる状況 

  新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用失業情勢等を踏まえ、求職者支

援訓練において、特例措置を実施したこと等により、求職者支援訓練を中心に職業

訓練の受講希望者は増加傾向にある。 

  令和４年度の職業訓練の受講者数及び就職率は次表のとおりである。 

公的職業訓練の

対象者 

受 講 者 数 ※１ 県立校 ※２ 機構立校等※２ 

計 
うち 

県立校 

うち 

機構立校 
就職率 

うち県内就

職率 
就職率 

離職者対象 860 556 304 78.4 95.7 85.7 

 施設内 344 40 304 79.7 97.9 85.7 

 委 託 516 516 ― 78.3 95.5 ― 

求職者支援訓練(委

託) 
309 ― ― ― ― 53.3※３ 

在職者対象 907 522 385 ― ― ― 

学卒者対象 72 72 ― 96.4 88.7 ― 

障がい者対象 78 78 ― 66.7 92.0 ― 

 施設内 ― ― ― ― ― ― 

 委 託 78 78 ― 66.7 92.0 ― 



3 

※1 受講者数は令和４年４月から令和５年１月末までの数値 
※2 就職率は令和３年度数値 

※3 令和３年４月 1日～令和４年３月 31日に終了したコースの求職者支援訓練修了者等の就職率（訓練修了３

か月後）である。 

 

３ 公的職業訓練の対象者数等 

(1) 実施方針 

少子高齢化・人口減少が進展する中にあっても、在職者や離職者等の職業能力を

高めるとともに、地域の企業が求める中核人材を育成するため、次の方針の下、公

的職業訓練を実施することとする。 

 

① 学卒者・在職者を対象とする職業訓練 

地域の基盤産業でありながら、民間教育訓練機関では設備機器の整備等が困難

であるものづくり分野と、業種を問わず労働生産性の向上に資する基礎的分野の

二点に重点を置いて実施することとする。 

また、今後成長が見込まれる分野については、民間専修学校等との役割分担を

踏まえながら、随時、実施の要否を検討することとする。 

 

② 離職者を対象とする職業訓練 

施設内訓練では、民間教育訓練機関では対応が困難であるものづくり分野に重

点を置く一方、委託訓練では、第３次産業に重点を置いて実施することとする。 

その際、母子家庭の母等のひとり親や生活困窮者、特別な支援を必要とする者

に配慮しながら実施するものとする。 

なお、オンライン上でも対面と同等の効果が見込まれる学科のカリキュラムの

一部については、オンライン訓練を実施することとする。 

 

(2) 公共職業訓練（離職者訓練）の対象者数等 

① 県立校 

訓練定員数は 917 人（施設内訓練 80 人/委託訓練 837 人）とし、就職率は前年

以上を目指す。 

施設内訓練は、宇和島産業技術専門校において実施することとし、地域からの

人材流出を防ぐため、女性等の就労支援に重点を置いて実施する。 

委託訓練は、高価な設備等が不要で、地域の基幹産業となり得る第３次産業や

事務職等の分野を中心に実施することとする。国家資格等の取得により正社員就

職を目指す長期の訓練や、子育て中の女性等の再就職を支援する訓練等、多様な

コースを設定するとともに、就労支援を実施することにより、職業能力開発機会

に恵まれなかった非正規雇用労働者や女性、不安定就労者等の再就職を支援する。 

 

② 機構立校（愛媛職業能力開発促進センター） 

訓練定員数は 459 人とし、就職率は 85.0％以上を目指す。 

雇用のセーフティネットとしての役割を果たすため、離職者に対し、適切かつ 

効果的な職業訓練を実施し、再就職に結びつける。訓練の実施に当たっては、主

として、地域の民間教育訓練機関では実施していない、ものづくり分野に限定し
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て実施することとし、ＡＲ・ＶＲ技術等の新たな技術導入に向けた検討を行う。 

 

(3) 求職者支援訓練の対象者数等 

①  新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している状況を踏まえ、雇用のセー

フティネットとして、求職者支援訓練を実施する。非正規雇用労働者や自営廃業

者等、雇用保険を受けることができない方を対象として、500 人程度に対し訓練

機会を提供するため、訓練認定規模の上限を 693 人とする。 

雇用保険適用就職率は、基礎コースで 58％、実践コースで 63％を目指す。 

 

② 訓練内容については、デジタル分野等の成長分野や新型コロナウイルス感染症

の影響により人材確保がより困難となっている介護等の分野に重点を置くとと

もに、地域における産業の動向や求人ニーズを踏まえたものとする。 

また、訓練コースの設定に当たっては、育児中の女性等で再就職を目指す方、

未就職のまま卒業することとなった新卒者、生活保護受給者をはじめとする生活

困窮状態にある方、就職氷河期世代で不安定な就労状態にある方や無業状態の方、

居住地域に訓練機関がなく訓練の受講が困難な方等、対象者が置かれた状況や個

別のニーズに対応するものとなるよう努める。 

 

③ 訓練認定規模は、以下のとおりとする。 

  イ 基礎コース 訓練認定規模の 20％程度 

  ロ 実践コース 訓練認定規模の 80％程度 

うち、介護系、医療事務系、デジタル系の各分野の割合は、介護系 20％程度、

医療事務系 14％程度、デジタル系 16％程度とする。 

 

コース別内訳 

 

計 

基礎コース 139 人 

実践コース 554 人 

 介護・福祉系 105 人 

 医療事務系 75 人 

 デジタル系 90 人 

 その他 284 人 

 （※うち地域ニーズ枠） （110 人） 

※ 地域ニーズ枠は、実践コースの内数とし、「安定就労に向けた資格等を取得

するコースとして要件を満たした訓練期間が２か月間のコース」並びに「育児・

介護等の事情により受講に当たって配慮が必要な方、アルバイト等不安定な就

労状態にある在職者の方、又は居住地域に訓練実施機関がないことにより職業

訓練の受講が困難な地域に居住する方向けに設定された e ラーニングコース」

を優先認定する。 

 

④ 求職者支援訓練のうち、次の上限値以下で新規参入となる職業訓練を認定する。 

  イ 基礎コース 上限値 30％ 
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  ロ 実践コース 上限値 30％ 

   ※ 算定した結果、認定上限値が定員を下回る場合は、これを定員まで切り上

げることができる。ただし、実績枠が新規枠を下回ることがないようにする。 

※ ある認定単位期間で実績枠に余剰定員が発生した場合は、枠の活用のため

に同一認定単位期間内で新規枠に振り替えることも可とする。 

 

⑤ 認定単位期間は、四半期単位とする。 

なお、認定単位期間ごとの具体的な定員及び認定申請受付期間については、愛

媛労働局及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛媛支部のホームペ

ージで周知する。 

 

⑥ 余剰定員の取扱い 

・ 認定コースの定員数が上限値を下回った場合の繰り越し分及び中止コース繰

り越し分については、次期以降の認定単位期間の同コース・同分野の認定上限値

を引き上げるために活用する。 

・ 実践コースについては、「介護・福祉分野」「医療事務分野」「デジタル分野」

において訓練コースが認定されなかった場合の余剰定員について、同一認定単

位期間の「その他」分野への振替を可とする。 

・ 第３・四半期及び第４・四半期においては、繰り越し分の同一分野での認定、

基礎・実践間の振替及び実践コースの他分野への振替についても可とする。 

 

(4) 公共職業訓練（在職者訓練）の対象者数等 

① 県立校 

訓練定員数は440人とし、主にものづくり分野に重点をおいた訓練を実施する。 

推進員が企業巡回において把握した地域企業の訓練ニーズに応じた訓練コー 

スを設定・導入するほか、技能検定等資格取得に対応した訓練コースを拡充する

ことにより、地域産業を支える中核技能者の養成を図る。 

特に、愛媛中央産業技術専門校においては、地元タオル業界及び縫製業界が取

り組む実践型人材養成システムによる訓練や有期実習型訓練を支援するため、こ

れら訓練における OFF-JT（学習）の実施を通じて、地域産業人材を育成する。 

 

② 機構立校（愛媛職業能力開発促進センター） 

訓練定員数は 807 人とする。 

地方公共団体との役割分担を一層明確化するとともに、民業補完に徹する観点 

から、地域の人材育成ニーズに基づきつつ、民間教育訓練機関等の実施状況を踏 

まえたコース設定とする。「ものづくり分野」を中心としたＡＲ・ＶＲ技術等の 

新たな技術の導入に向けた検討を行い、真に高度なもののみに限定して、中小企 

業等の従業員を主な対象とした訓練を実施する。 

このほか、中小企業等に対する生産性向上やＤＸを推進するための人材育成支

援（生産性向上支援訓練）を実施するため、生産性向上人材育成支援センターに

おいて、地域の関係機関と連携を図りながら、分野を問わず総合的な支援を実施
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することとし、訓練定員数は概ね 1,000 人程度とする。 

 

(5) 公共職業訓練（学卒者訓練）の対象者数等 

① 県立校 

訓練定員数は 160 人とし、実施に当たっては、主にものづくり産業を担う人材

育成に一層集中して実施する。就職率は前年以上を目指す。 

新規卒業者については、少子高齢化・人口減少社会が進展する中、地域企業の 

ニーズに対応した人材育成が喫緊の課題となっていることから、訓練カリキュラ 

ム見直しなどにより、更なる若年者の確保と県内就職促進を図る。 

 

② 機構立校（愛媛職業能力開発促進センター） 

実施していない。 

 

(6) 障がい者等に対する公共職業訓練の対象者数等 

① 県立校 

訓練定員数（委託訓練）は 124 人とし、就職率は前年以上を目指す。 

様々な障がいを持つ方に対応した多様な訓練注２を実施するとともに、障がい 

者訓練就労支援員（臨床心理士等の有資格者）による訓練生へのきめ細やかなサ 

ポートを行うことにより障がい者の就職を促進するとともに、精神保健福祉士や

精神科医等による相談支援体制の強化を図る。 

また、障がい者職業訓練のコーディネーター及びコーチ、求人・職場実習先の 

開拓や就職後のアフターフォローを行う求人開拓員を訓練校に配置することによ

り、障がい者の就労支援及び職場定着を図る。 

 

② 機構立校（愛媛職業能力開発促進センター） 

実施していない。 

 

４ 公的職業訓練の実施に当たり留意すべき事項等 

(1) 関係機関の連携 

  公的職業訓練を効果的に実施するため、関係機関がこれまで以上に連携を強化す

る。訓練を総合的かつ計画的に実施できるよう地域職業能力開発促進協議会等の合

議体を効果的・効率的に活用し、特に、委託訓練と求職者支援訓練との間で訓練分

野や実施時期等を調整することとする。 

また、「募集→訓練→就職支援」のサイクルの好循環を達成するため、ハローワ

ークと訓練実施機関が緊密に連携することとする。具体的には、ハローワークは、

訓練実施機関に対し就職支援に資する施策の情報提供等に努めるとともに、訓練実

施機関は、ハローワークに対し訓練の内容・特徴等の情報提供に努める。また、訓

                                                   
２ 精神障がい者を対象とした委託訓練（短期課程６ヶ月 定員 15 名）、発達障がい者を対象と

した委託訓練（短期課程１年 定員 10名）、障害者の態様に応じた多様な委託訓練（知識･技

能習得科（デュアルシステム）（知的障がい者）：定員 20名、知識・技能習得科（身体障が

い者等）：定員 40名、実践能力習得科：定員 39名） 
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練受講生に対し就職までの一貫した支援を行うため、訓練実施機関は、ハローワー

クに対し訓練修了前の受講生の就職活動の状況等を共有するとともに、訓練修了時

点で就職が決まらない可能性のある受講生に対しては、訓練期間中のハローワーク

の利用を積極的に勧奨する。 

併せて、医療・福祉、建設等の人手不足分野の人材確保が図られるよう、ハロー

ワークは、これら分野の事業所に対し雇用管理改善の啓発を行うとともに、求職者

に対しては職種の魅力を訴求し、当該分野の訓練受講を勧奨する。 

 

(2) ジョブ・カードの活用 

ハローワークは、訓練受講希望者に対し事前にジョブ・カードを活用したキャリ

アコンサルティングを実施し、訓練受講の目的や獲得を目指すスキルのレベルを明

確にするとともに、労働市場の状況等を勘案した上で、適切な訓練コースの選択を

支援する。 

  また、訓練実施機関は、訓練実施期間中、訓練生に対し技能・知識の公的証明等

としてのジョブ・カード作成の意義を丁寧に説明した上で、ジョブ・カードを活用

したキャリアコンサルティング及び訓練成果の評価を実施し、必要に応じ当該結果

をハローワークと共有する。 

  なお、ジョブ・カードの作成に当たっては、キャリア形成サポートセンターと連

携し、「令和５年度訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」

を有効に活用することとする。 

 
(3) ワーキンググループ（ＷＧ）による訓練効果の把握・検証 

愛媛県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛媛支部及び愛媛労働局

が公的職業訓練効果検証ワーキンググループ（ＷＧ）の構成員となり、適切かつ効

果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コースについて、訓練修了者や採

用企業からのヒアリングも含め、訓練効果を把握・検証し、訓練カリキュラム等の

改善を図ることとする。 

 
５ その他（職業能力の開発及び向上の促進のための取組等） 

  地域におけるリスキリング事業については、地域への人の投資（リスキリング）

の推進のため、デジタル・グリーン等成長分野に関するリスキリングの推進に資す

る経営者等の意識改革・理解促進、リスキリングの推進サポート等及び従業員の理

解促進・リスキリング支援に要する経費について、地方単独事業として実施する場

合に、新たに特別交付税の措置が講じられることから、愛媛県及び域内市町が地方

単独事業として実施するものについて、当該実施計画に位置付ける事業とする。（別

紙参照） 

 



別紙

〔　自治体名　〕 愛媛県

事業費 実施主体 対　象　者 内　　　　容

松山市
産業経済部
地域経済課

人材育成等補助事業 4,000,000円 松山市 市内中小企業等

市内の中小企業等が従事者の資質の向上
を図るため実施する研修等に参加させた際
に係る費用を一部補助（国家資格・公的資
格に係るものまたは法的根拠のある研修等
に限る）

制度概要（松山市H.P）
交付要綱

今治市
市民環境部
環境政策課

GX(グリーントランスフォーメーショ
ン）推進事業

2,000,000円 今治市
市内企業及び経済団体並び農
林水産業団体等

市内企業及び経済団体並び農林水産業
団体等に向けて、脱炭素社会と経済成長の
両立を図るためのＧＸスタートアップシンポジウ
ムを開催（年1回　参加者　約200人）

R5年度実施予定
事業チラシ等未調整

西条市
産業経済部
産業振興課

地域産業競争力強化事業費
補助金

454,000円 西条市
中小企業者のうち、製造業に属
する事業を営むもの

研修受講料、資格等の取得に要した経費
に対して、補助金を交付する

公募要領
事業チラシ（R4）

部課所名 事　業　名
事　　業　　概　　要

備　　考

地域リスキリング推進事業一覧


